
○
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
○
号

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整

備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

1



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

第
一
章

領
海
及
び
内
水
に
お
け
る
海
洋
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置

（
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
位
置
及
び
区
域
の
公
告
）

第
一
条

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係

る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
新
設
）

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
公
告
）

第
一
条

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に

係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
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の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
位
置
及
び
区
域
の

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
へ
の
掲
載
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
海
洋
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
（
同
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
の
解

除
又
は
そ
の
区
域
の
変
更
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
公
告
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

一

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区

域
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
旨

二

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区

域
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域

3



２

前
項
の
位
置
及
び
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
指
定
を
し
た
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整

備
促
進
区
域
の
位
置
及
び
区
域
の
公
告
）

第
二
条

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
海

洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
位

置
及
び
区
域
の
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官

報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
第
二
号
の
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

の
指
定
の
公
告
）

第
二
条

法
第
八
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
海
洋
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
の
公
告
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

一

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区

4



   

   

２ 

前
項
の
位
置
及
び
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

 

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域

の
指
定
の
解
除
を
し
た
旨
又
は
区
域
の
縮
小
を
し
た
海
洋

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
位
置

及
び
区
域
の
公
告
） 

第
三
条 

法
第
十
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
海
洋
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
の
解
除
を

域
の
指
定
を
し
た
旨 

二 

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区

域 

２ 

前
項
第
二
号
の
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

     

（
新
設
） 
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し
た
旨
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
縮
小
を
し
た
海

洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
位

置
及
び
区
域
の
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官

報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
位
置
及
び
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

一
定
の
地
物
、
施
設
、
工
作
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
か

ら
の
距
離
及
び
方
向
又
は
緯
度
及
び
経
度 

二 

平
面
図 

 

 

（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
） 

第
四
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十

            
（
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
） 

第
三
条 
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十

6



   

六
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経

験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
二
人
以
上
の
学
識
経
験
者

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
公
募
占
用
計
画
の
作
成
） 

第
五
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
占
用
計
画

は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
様
式

に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
七
条
第
二
項
第
十
六
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
応
じ
て

三
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経

験
者
の
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
二
人
以
上
の
学
識
経
験
者

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
公
募
占
用
計
画
の
作
成
） 

第
四
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
占
用
計
画

は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
様
式

に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
四
条
第
二
項
第
十
五
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
応
じ
て
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選
定
事
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月

日
そ
の
他
必
要
な
事
項 

二 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
応
じ
て

選
定
事
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
必

要
な
事
項 

三
・
四 

（
略
） 

 

 

（
公
募
占
用
計
画
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
及
び
そ
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
） 

第
六
条 

法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
・

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

選
定
事
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月

日
そ
の
他
必
要
な
事
項 

二 

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
応
じ
て

選
定
事
業
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
必

要
な
事
項 

三
・
四 

（
略
） 

  

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
そ
の
維
持

管
理
の
方
法
の
基
準
） 

第
五
条 

法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
・

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
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電
設
備
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
海
底

電
線
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
の
状
況
を
監

視
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
結
果
及
び
自
然
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案

し
て
、
定
期
及
び
臨
時
に
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
を
点
検
し
、
そ
の
損
傷
、
劣
化
そ
の
他

の
変
状
に
つ
い
て
の
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
応
じ

電
設
備
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

（
新
設
） 

  

一 

自
然
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
、
定
期
及
び

臨
時
に
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を

点
検
し
、
そ
の
損
傷
、
劣
化
そ
の
他
の
変
状
に
つ
い
て

の
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
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て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

三 
（
略
） 

四 

法
第
十
七
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
当
該
海

洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
し
、
及
び

維
持
管
理
す
る
過
程
で
取
得
す
る
情
報
（
公
表
さ
れ
て

い
な
い
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
適
切
に

実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外
の
た

め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。 

五 

前
号
の
情
報
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
漏
え
い
の
防
止
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。 

講
じ
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

       

 

（
新
設
） 
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六 

外
国
の
法
的
環
境
等
に
よ
り
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
管
理
の
適
切
性
が
影
響
を

受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。 

３ 

（
略
） 

 

 

（
公
募
占
用
計
画
の
認
定
の
公
示
） 

第
七
条 

法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示

は
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
公
募
占
用
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

第
八
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省

 

（
新
設
） 

  

３ 

（
略
） 

  

（
公
募
占
用
計
画
の
認
定
の
公
示
） 

第
六
条 

法
第
十
七
条
第
二
項
（
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示

は
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
（
公
募
占
用
計
画
の
軽
微
な
変
更
） 

第
七
条 

法
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
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令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
公
募
占
用
計

画
に
係
る
工
事
の
時
期
の
変
更
の
う
ち
、
工
事
の
着
手

又
は
完
了
の
予
定
年
月
日
の
三
月
以
内
の
変
更 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
条
第
一
項

の
認
定
を
受
け
た
公
募
占
用
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な

い
と
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
変

更 

 

 

（
報
告
の
徴
収
等
） 

第
九
条 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
定
事

業
者
に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告
す

令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
公
募
占
用
計

画
に
係
る
工
事
の
時
期
の
変
更
の
う
ち
、
工
事
の
着
手

又
は
完
了
の
予
定
年
月
日
の
三
月
以
内
の
変
更 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
七
条
第
一
項

の
認
定
を
受
け
た
公
募
占
用
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な

い
と
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
変

更 

  

（
報
告
の
徴
収
等
） 

第
八
条 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
定
事

業
者
に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
る
場
合
に
は
、
報
告
す

12



   

べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示

し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係

る
同
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

 

 
 

 

第
二
章 

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置 

 

 

（
仮
許
可
の
申
請
） 

第
十
条 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
並
び

に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
の
案

及
び
区
域
図
の
案
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大

べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示

し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係

る
同
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

  
 

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 
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臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
十
六
号
の
経
済
産
業
省
令
・

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事

項 

二 

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項 

三 

漁
業
そ
の
他
の
海
洋
の
多
様
な
開
発
及
び
利
用
と
の

調
和
に
関
す
る
事
項 
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四 

そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
必
要

と
認
め
る
事
項 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
十
六
号
の
経
済
産
業
省

令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
の
案

に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
及
び
そ
の

維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
） 

第
十
一
条 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
経
済
産
業

            
（
新
設
） 
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省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

自
然
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案
し
て
、
自
重
、
水

圧
、
波
力
、
土
圧
及
び
風
圧
並
び
に
地
震
、
漂
流
物
等

に
よ
る
振
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る

こ
と
。 

二 

船
舶
か
ら
の
視
認
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
措
置
そ

の
他
の
船
舶
の
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
の
措

置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
経
済
産
業
省
令
・

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 
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一 

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
海
底

電
線
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
の
状
況
を
監

視
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
結
果
及
び
自
然
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
勘
案

し
て
、
定
期
及
び
臨
時
に
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
を
点
検
し
、
そ
の
損
傷
、
劣
化
そ
の
他

の
変
状
に
つ
い
て
の
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
応
じ

て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

三 

前
号
の
結
果
そ
の
他
の
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
管
理
に
必
要
な
事
項
の
記
録
及

び
保
存
を
行
う
こ
と
。 

四 

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
当
該

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
し
、
及
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び
維
持
管
理
す
る
過
程
で
取
得
す
る
情
報
（
公
表
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
、
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
を
適

切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外

の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。 

五 

前
号
の
情
報
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
漏
え
い
の
防
止
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。 

六 

外
国
の
法
的
環
境
等
に
よ
り
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
維
持
管
理
の
適
切
性
が
影
響
を

受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
海
洋
再
生
可
能
エ
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ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
又
は
そ
の
維
持
管
理
の
方
法
の
基
準

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
。 

 

 

（
許
可
の
申
請
） 

第
十
二
条 

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
並

び
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
及

び
区
域
図
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
又
は

区
域
図
の
軽
微
な
変
更
） 

第
十
三
条 

法
第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業

     

（
新
設
） 

      
（
新
設
） 
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省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
に
係
る
工
事
の
時

期
の
変
更
の
う
ち
、
工
事
の
着
手
又
は
完
了
の
予
定
年

月
日
の
三
月
以
内
の
変
更 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
三
十
八
条
第
一

項
の
許
可
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
設
置
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
経
済
産
業
大
臣

及
び
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
変
更 

 

 

（
変
更
の
許
可
の
申
請
） 

第
十
四
条 

法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
並

            
（
新
設
） 
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び
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
及

び
区
域
図
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
設
置
に
関
す
る
工
事
の
届
出
等
） 

第
十
五
条 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
官
報

へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

     

（
新
設
） 
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一 

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置

に
関
す
る
工
事
の
内
容
の
概
要
及
び
工
期
に
関
す
る
事

項 

二 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て

船
舶
の
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
に
必
要
な
事

項 

 

 

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
） 

第
十
六
条 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
四
十
三
条
第

六
項
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

        

（
新
設
） 
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一 

工
作
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量 

二 
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
工
作

物
等
を
撤
去
し
た
日
時 

三 

工
作
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
工
作
物
等
を
返
還

す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項 

 

 

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
） 

第
十
七
条 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
四
十
三
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
保
管
を
始
め
た
日
か

        

（
新
設
） 
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ら
起
算
し
て
十
四
日
間
、
経
済
産
業
省
の
掲
示
場
及
び

国
土
交
通
省
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
当
該
工

作
物
等
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
に

つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て

「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
要
旨
を
官
報
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
す
る
こ
と
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
様
式
第
二
に

よ
る
保
管
し
た
工
作
物
等
一
覧
簿
を
経
済
産
業
省
及
び
国

土
交
通
省
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
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者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法
） 

第
十
八
条 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
四
十
三
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
は
、
当
該
工
作
物
等
の

購
入
又
は
製
作
に
要
す
る
費
用
、
使
用
年
数
、
損
耗
の
程

度
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事
情

を
勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
し
専
門

的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

   

（
新
設
） 
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（
保
管
し
た
工
作
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
十
九
条 

法
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
四
十
三
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
し
た
工
作
物
等
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
競
争
入
札
に

付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
工
作
物
等
そ
の
他
競
争
入
札
に

付
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
工
作
物
等

に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

第
二
十
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該

工
作
物
等
を
前
条
本
文
の
競
争
入
札
の
う
ち
一
般
競
争
入

札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か

 

（
新
設
） 

        

（
新
設
） 
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ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
五
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
官
報
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
工
作
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量 

二 

当
該
競
争
入
札
の
執
行
を
担
当
す
る
職
員
の
職
及
び

氏
名 

三 

当
該
競
争
入
札
の
執
行
の
日
時
及
び
場
所 

四 

契
約
条
項
の
概
要 

五 

そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
必
要

と
認
め
る
事
項 

２ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
工
作
物

等
を
前
条
本
文
の
競
争
入
札
の
う
ち
指
名
競
争
入
札
に
付

そ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
三
人
以
上
の
入
札
者
を
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指
定
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
た
だ
し

書
の
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
二

人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
） 

第
二
十
一
条 

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
保

管
し
た
工
作
物
等
（
法
第
四
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
四

十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
）
を
所
有
者

等
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
所
有

権
等
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
等
の
方
法

       

（
新
設
） 
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に
よ
っ
て
そ
の
者
が
当
該
工
作
物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ

き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
様
式
第

三
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
の
廃
止
の
届
出

及
び
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
撤
去
の
確

認
等
） 

第
二
十
二
条 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
船
舶
の
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
さ

な
い
も
の
と
し
て
、
当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

       

（
新
設
） 
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電
設
備
の
撤
去
後
の
状
況
に
関
し
国
土
交
通
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

法
第
四
十
三
条
第
五
項
（
法
第
四
十
六
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表

は
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
四
十
三
条
第
五
項
（
法
第
四
十
六
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
経
済
産
業
省
令
・
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
撤
去

に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
日 

二 

当
該
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
一
部
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が
存
置
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
存
置
さ
れ
た

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
一
部
の
位
置

及
び
水
深
並
び
に
規
模 

 

 

（
地
位
の
承
継
の
認
可
の
申
請
） 

第
二
十
三
条 

法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書

並
び
に
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画

及
び
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
の

案
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
許
可
の
取
消
し
） 

第
二
十
四
条 

法
第
四
十
五
条
第
二
項
第
五
号
の
経
済
産
業

     

（
新
設
） 

      
（
新
設
） 
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省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
五
年
と
す

る
。 

 

 

（
旧
許
可
事
業
者
等
の
撤
去
義
務
等
） 

第
二
十
五
条 

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
・

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

旧
許
可
事
業
者
等
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
設
置
計
画
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
の
撤
去
に
関
す
る
工
事
の
時
期
の
変
更
の
う

    

（
新
設
） 
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ち
、
工
事
の
着
手
又
は
完
了
の
予
定
年
月
日
の
三
月
以

内
の
変
更 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
許
可
事
業
者
等
の

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
設
置
計
画
に
係

る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
撤
去
に
支

障
が
な
い
と
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
認

め
る
変
更 

３ 

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
六
条
第
六

項
の
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 

（
報
告
の
徴
収
等
） 

第
二
十
六
条 

法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
法
第
四
十
六
条
第

            
（
新
設
） 
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一
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
仮
許
可
事
業

者
又
は
許
可
事
業
者
に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
る
場
合

に
は
、
報
告
す
べ
き
事
項
、
報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
明
示
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
係

る
同
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

       

 
 

 

 

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
と
す
る
。 
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様
式
第
一
（
第
九
条
関
係
）

（
用
紙
の
寸
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
。
）

第

号身

分

証

明

書

住

所

氏

名

（

職

名

表

生
年
月
日

（

右
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
整
備
す
る
場
所
又
は
選
定
事
業
者
の
事

務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。

交
付
年
月
日

有

効

期

間
発
行
機
関
名

発
行
機
関
印

写

真
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海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
抜
粋

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
定
事
業
者
に
対
し
必
要
な
報
告

を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
整
備
す
る
場
所
若
し
く

（

は
当
該
選
定
事
業
者
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

裏

電
設
備
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関

係
人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た

も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
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様
式
第
一
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第二（第十七条関係） 

保
　
管
　
し
　
た
　
工
　
作
　
物
　
等
　
一
　
覧
　
簿

 保管した工作物等放置されて  保管を始めた   
整理番号  撤去した日時  保管の場所 備考 

名称又は種類形状数量いた場所 日時
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整 理 番 号

名称又は種類

形 状

数 量

備考

　用紙は、日本産業規格Ａ４の寸法のものとすること。

様式第三(第二十一条関係)

受　　領　　書

年　　月　　日 

殿

返還を受けた者

住　　所

返
還
を
受
け
た
工
作
物
等

（返還を受けた金額）

ふ り が な

氏　　名

下記のとおり工作物等（現金）の返還を受けました。

返還を受けた日時

返還を受けた場所

39



様
式
第
四
（
第
二
十
六
条
関
係
）

（
用
紙
の
寸
法
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
。
）

第

号身

分

証

明

書

住

所

氏

名

（

職

名

表

生
年
月
日

（

右
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
整
備
す
る
場
所
又
は
仮
許
可
事
業
者
若

し
く
は
許
可
事
業
者
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
。

交
付
年
月
日

有

効

期

間
発
行
機
関
名

発
行
機
関
印

写

真
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海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
抜
粋

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
四
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

お
い
て
、
経
済
産
業
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
仮
許
可
事
業
者
若
し
く

は
許
可
事
業
者
に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
設
備
を
整
備
す
る
場
所
若
し
く
は
当
該
仮
許
可
事
業
者
若
し
く
は
当
該
許
可
事
業
者
の
事
務

（

所
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
、
帳
簿
、
書
類
そ
の

裏

他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係

人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
二
条
（
旧
法

第
八
条
第
六
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
施
行
規
則
第
五
条
に

規
定
す
る
基
準
、
旧
施
行
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
公
示
及
び
旧
施
行
規
則
第
七
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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